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【論文審査の結果の要旨】 

 

 井上博子氏の論文「ドイツ音楽史における少年合唱の意義と役割 ―― 少年合唱団の現状と課題を

踏まえて ―― 」は、表題に掲げられた事項について論述することを通じて、ドイツにおける少年合

唱の文化的位置を確認するとともに、衰退著しい日本の少年合唱に一つの指針を示すことを目指して

執筆された。 

序論「少年合唱という文化 ―― 研究の背景と目的」において氏は、隆盛を誇るドイツの少年合唱

の歴史的・文化的・社会的な位置に関して考察することが、日本における少年合唱の衰退の原因解明

の糸口となると述べる。第 1 章「歌うということ」では、「歌う」という行為がもつ集団的・社会的な

意味という根源的な問題から説き起こし、中世の教会付属学校や修道院で始まった少年合唱がルネサ

ンスと宗教改革期において発展をとげたのち、18 世紀末の混声合唱誕生を契機として、女声と異なる

ことを独自の価値とする少年合唱団へと変容した経緯が叙述される。第 2 章「クレンデにみるドイツ

少年合唱の一源流」では、中世ドイツに生まれ、喜捨を求めて路上などで合唱を聞かせたクレンデと

いう集団が考察されるが、これは日本では知られることの少なかった存在に光を当てる貴重な論述で

ある。第 3 章「ドイツ語圏の作曲家による作品における少年合唱」においては、バッハ《マタイ受難

曲》（1727）、ヴァーグナー《パルジファル》（1882）、オルフ《カルミナ・ブラーナ》（1936）の 3 作品

における少年合唱の役割や音楽的効果などについて、総譜と内外の文献を用いた丹念な論述がなされ

るが、作品選択の妥当性には疑問の余地がある。第 4 章「《嘆きの歌》が表す少年の声の存在」は、マ

ーラーの《嘆きの歌》の総譜初稿（1880）と最終稿（1902）の比較、マーラー自作のテクストと『グ

リム童話』及びベヒシュタイン『新ドイツ・メールヒェン集』との比較を行って少年の声の存在意義

について論じているが、これは「少年の声」という観点からこの作品を考察した点で異色の論述であ

る。第 5 章「ドイツの少年合唱団の現状と課題」では、ドイツの少年合唱団に対して氏が行ったアン

ケート調査の分析結果が記される。アンケート項目は、団の歴史、団員数、年齢構成、活動内容、抱

える課題、少年合唱の意義に関する見解などであり、24 団体から詳細な記述を含む回答を得た。氏は

分析結果を総括して、ドイツの少年合唱団は、多くの問題を抱えながらも、教会音楽と歌唱芸術の継

承・伝達を使命と捉えると同時に少年合唱の響きに高い音楽的価値を認め、社会性を育む教育機関で

もある少年合唱団の存在に揺るぎない誇りを抱いていると記している。第 6 章「事例研究」では、2

度にわたるベルリン大聖堂少年聖歌隊とベルリン・ジングアカデミーの音楽監督への聞き取り調査と

練習の見学、また現地で入手した文献に基づいて同団体の組織運営と活動内容の詳細な報告と評価が

なされるが、これは国内の少年合唱団にとって価値のある参考資料となり得る。結論「少年合唱の課

題と展望」において、氏はドイツとの比較において日本における少年合唱の問題点を洗い出し、行政

と学校教育による音楽文化振興の必要性とともに、団の運営に関しては短期プロジェクト方式の導入

と新たな練習方法の開発の必要性が説かれるが、具体的な提言には至っていないのが惜しまれる。 

上記で触れた瑕疵のほかに、少年の声の独自性に関する科学的な論拠を提示し得なかったことなど

の残念な点があるが、長年にわたって少年合唱団の指導に従事してきた氏独自の問題意識と視点によ

って少年合唱に多面的な考察を加えた本論文は、博士論文としての水準に達していると判断する。 

 



【最終試験の結果の要旨】 

 

 2014 年 1 月 20 日（月）10 時 20 分～11 時 40 分に、文法棟小会議室において、井上博子氏に対する

最終試験を実施した。 

最初に氏本人から論文執筆の意図、研究方法、結論について述べられ、次いで氏と各審査委員との

あいだで質疑応答が行われた。 

質疑応答において井上氏は、審査委員から出されたほぼすべての質問に適切な回答をすることによ

り、論文の内容に関連する領域について十分な学識を有することを示した。 

この結果に基づき、審査委員会は井上氏に合格の判定を下した。 

なお、2014 年 1 月 25 日（土）14 時～15 時に、Ａ１講義室において、氏が学位論文の公開発表を行

い、発表後の質疑応答に際しても適切な回答をしたことを付記する。 

 

 

                       【審査委員会】 

 

                        主査 杉谷 恭一 

                        委員 荻野 藏平 

                        委員 トビアス バウアー 

                        委員 隈元 貞広 

                        委員 丹下 栄 

                         


